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【指導・教育 関係】                   担当 山下 飯島 組澤 坂巻 

電話 055-262-4422 
 

 

 

 

 

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、検査結果は次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な不適合箇所】 

整備命令 

着色フィルム貼付 

タイヤの突出 

口頭注意 

 灯火装置不良（制動灯不点灯）等 

 

※ 甲府西支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な不適合箇所】 

整備命令 

禁止灯火 

着色フィルム貼付 

口頭注意 

 制動灯不点灯、車幅灯の不点灯等 

 

※ 甲府南支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街頭検査の実施結果 

日時 実施場所
運輸支局 4名 総検査車両数 １１３台 
独立行政法人 １名 不良車両数 ７台 
軽自動車検査協会 １名 整備命令 ４台 
甲府西支部 ５名 口頭注意 ３台 

振興会 ２名 車検切れ ０台 
二輪普及協会 １名 １７台 

保険（無共済） ０台 
表章不備 ５台 

参加者 摘要

二輪車総検査車両数

１３：００～１６：００
平成２３年１２月１９日（月）

県立美術館前

日時 実施場所
運輸支局 ４名 総検査車両数 ６６台 
独立行政法人 ２名 不良車両数 ８台 
軽自動車検査協会 １名 整備命令 ３台 
甲府南支部 ５名 口頭注意 ５台 
振興会 ２名 車検切れ ０台 
県税事務所 ４名 

参加者 摘要

平成２３年１２月２０日（火）
１３：３０～１６：００

中央高速甲府昭和ＩＣ
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 日本自動車整備振興会連合会と日本自動車工業会は、長期使用車両の安全性確保を図る目的で、

愛車を長年利用している自動車ユーザー向けに「長期使用車両ユーザー向け点検整備啓発チラシ」

を作成しました。 

「車の性能を維持し安全・快適に使用するために、1 年定期点検はもちろん、年式や走行距離に応

じた点検・整備「長期使用車両向け点検・整備項目」を実施しましょう」という内容です。 

 当該チラシを会員の皆様に配布しますので、長期使用車両の点検・整備の推進にお役立て頂き

ますようお願い致します。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 岳麓支部では、昨年度に引き続き上記キャンペーンに参加しました。冬タイヤへの換装の時期を

迎え、富士山麓への古タイヤ不法投棄防止のため、不用品の適切な処理を促すチラシ配りや清掃活

動並びに点検整備推進啓発活動を行いました。 

 

◇日 時  平成２３年１２月３日（土） 

 

道の駅富士吉田 １３：００～       道の駅なるさわ １４：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山麓古タイヤ不法投棄防止集中キャンペーンについて 

長期使用車両の点検整備啓発チラシについて 
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◇日 時  平成２３年１２月９日(金) １５：００～ 

◇場 所  (社)山梨県自動車整備振興会 会議室   

◇出席者   渡邊委員長、深澤委員、清水委員、井上委員、河西委員、石井委員、 

大村委員、鶴田委員 

◇会議事項 

（１）平成２４年度山梨県自動車税納税通知書封筒の裏面広告について 

自動車納税通知書封筒の裏面広告掲載申込みを継続 

  （２）社会貢献事業活動の実施について 

     「こども１１０番のお店」案内マップ作成 

◇その他 

（１）「自動車整備業のビジョンⅡ」説明会実施報告 

  

 

 

 

 

 

 

 

標記改正内容周知説明会並びに地球温暖化防止の推進と、事業場内における経費削減のために、

CO2 排出量の削減推進等環境対策に関する研修会を開催しました。 

  

◇主 催 環境に優しい自動車整備関連事業場山梨県推進協議会 

     【構成団体】 

    (社)山梨県自動車整備振興会、  山梨県自動車販売店協会、 

山梨県軽自動車協会、      山梨県中古自動車販売協会、 

山梨県自動車車体整備協同組合、 山梨県自動車電装品整備商工組合 

 

 ◇日 時 平成２３年１２月８日（木） 

   １５：００～１７：００ 

 

 ◇会 場 (社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

 

◇出席者 会員等 ６２名 

 

 ◇講 師 関東運輸局山梨運輸支局整備課 担当官 

      大塚マネジメント・リサーチ 

      代表 大塚悦郎 氏 

 

 

 

 

経営委員会が開催されました 

山梨運輸支局長表彰審査基準一部改正説明会 

並びに環境対策に関する研修会が開催されました 
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ドライブレコーダーの車外カメラ取り付けについて 
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経済産業省及び環境省より日整連を通じて、使用済自動車等の解体行為の例外とされているもの

と同様に取り扱われる付属品等について、整理した旨の連絡がありましたのでお知らせします。 

 

 

経済産業省製造産業局自動車課長 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室長 

 

使用済自動車等の解体に係る付属品等の取り扱いについて 

 

 「使用済自動車」とは、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（平成 14 年法律第 87 号、

以下「法」という。）第 2条第 2項により、「自動車のうち、その使用（倉庫としての使用、その

他運行以外の用途への使用を含む）を終了したものをいう。」と規定されており、使用済自動車か

ら部品を取り外す行為（いわゆる部品取り）は解体行為に該当します。 

ただし、平成１７年６月３０日付け経済産業省、環境省業務運絡「中古自動車等の輸出時の注意

事項について」にあるように、カーナビ、カーステレオといった付属品等を取り外す行為は、使用

済自動車の解体行為にあたらないと解釈されます。今般、同様に取り扱われる付属品等を以下のと

おり整理したのでご承知おきください。 

本件について不明な点があれば、お問い合わせ下さい。 

 

記 

 
カーナビ、カーステレオ、カーラジオ、車内定着式テレビ、ETC 車載器、時計、サンバ

イザー、サイドバイザー、ブラインド（カーテン、カーテンレールを含む）、泥除け、消

火器、運賃メーター、防犯灯、防犯警報装置、防犯ガラス（プラスチック製のものを含む）、

タコグラフ（運行記録計）、自重計、運賃料金箱（両替機を含む）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 経済産業省製造産業局自動車課 

０３－３５０１－１６９０ 

使用済み自動車等の解体に係る付属品等の取り扱いについて 
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１．事案の内容 

日産自動車（株）及び日産車体（株）が共同して製造・改造した福祉タクシー仕様の自動車につ

いて、改造した旨（リーフ・スプリングの変更）の事前届出がないまま新規検査を受検したため、

車検証に所用の記載が行われませんでした。（対象車両：１型式・１２２台） 

なお、本事案は、既に改造届出を行っていた仕様と同じであると錯誤していたことが、日産自動

車（株）の社内調査で判明し、申告があったものです。 

 

２．国土交通省の対応 

（１）当該車両について、日産車体（株）に対し、改造届出を行わせました。また、車検証の記載

変更を行うこととします。 

※改造届出を行った車両の型式（車検証の記載事項）は、“○○改”（○○は標準車の型式）に変

更されるとともに、改造部位を車検証の備考欄に記載する必要があります。 

（２）また、日産自動車（株）及び日産車体（株）

に対し、厳重注意を行い再発防止の徹底を図る

とともに、車検証の記載変更を速やかに行うた

めに以下の対応を行うよう指示しました。 

 ［1］販売会社と連携するなどにより、当該車 

  両の使用者に対し、車検証の記載内容の修 

正が必要であることを知らせること。 

 ［2］当該車両について、個別に自動車の状態 

を確認し、改造自動車届出の変更の内容と 

同一であることを確認したものから、随時、 

正しい車検証に差し替えるよう手続きを行 

うこと。また、その状況を定期的に報告す 

ること。 

（３）なお、（社）日本自動車整備振興会連合会  

に対し、本事案についての周知を図りました。 

 

 

国土交通省自動車局整備課 平井、松井、川島 

TEL：（03）5253-8111（内線 42427、42414） 

直通 （03）5253-8589 FAX：（03）5253-1639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッサンＮＶ２００バネットの福祉タクシーの車検証記載漏れについて 
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 自動車業界が関係する平成２４年度の税制改正について、１２月１０日に閣議決定されたので、

「第２５回政府税制調査会における会議資料」から関係部分を抜粋し、お知らせ致します。なお

「税制改正大綱」の詳細については、内閣府並びに財務省、総務省のホームページを参照下さい。 

 

車体課税の見直しについて 

１．自動車重量税の当分の間の関税率の見直し 

  自動車重量税の当分の間税率について、1,500 億円規模の負担軽減を実施。 

⇒ 燃費基準達成車は全て本則税率化 

   燃費基準未達成車については 900 円／0.5 トン・年（注）の減税 

（注）自家用乗用車の場合 

 

２．エコカー減税の継続・拡充（自動車重量税、自動車取得税） 

・燃費基準を切り替えた上、エコカー減税について３年間継続 

・自動車重量税については、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充 

 

３．第 4 次補正予算において、3,000 億円規模のエコカー補助金を創設 

 

４．自動車取得税及び自動車重量税については、「廃止、抜本的な見直しを強く求める」等とした

平成２４年度税制改正における与党の重点要望に沿って、国・地方を通じた関連税制のあり

方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担

の軽減、グリーン化の観点から、見直しを行う。 

 

（JASPA ニュース １月号２２ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度税制改正大綱について 
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  標記試験が次のとおり実施されます。登録試験申請用紙は教育課窓口に用意してあります。 

必要事項等を記入の上、受付期間中にお申し込み下さい。 

◇実施種目 

 学 科 試 験 口 述 試 験 実 技 試 験 

試 験 の 種 類 

・一級小型自動車 

・二級ｶﾞｿﾘﾝ自動車 

・二級ｼﾞｰｾﾞﾙ自動車 

・二級自動車ｼｬｼ 

・三級自動車ｼｬｼ 

・三級自動車ｶﾞｿﾘﾝ・ｴﾝｼﾞﾝ 

・三級自動車ｼﾞｰｾﾞﾙ・ｴﾝｼﾞﾝ

・三級二輪自動車 

・電気装置 

・自動車車体 

・一級小型自動車 ・一級小型自動車 

受 付 期 間 平成２４年１月２３日（月）～１月２７日（金） 

試 験 日 平成２４年３月２５日（日） 平成２４年５月１３日（日） 平成２４年８月２６日（日）

試 験 会 場 振興会研修センター 未定 未定 

※一級小型自動車受験者の方へ※ 

・口述試験は学科（筆記）試験合格者のみが対象となります。 

・実技試験は学科（口述）試験合格者のみが対象となります。 

 

◇受験資格   ・一級受験者は二級整備士（シャシは除く）合格後３年以上の実務経験者 

・二級受験者は三級整備士合格後３年以上の実務経験者 

・三級受験者は１年以上の整備作業実務経験者 

（注）実務経験の短縮対象者  

二級 大学機械科卒業者    １．５年 

   高校機械科卒業者    ２．０年 

三級 大学・高校機械科卒業者 ０．５年 

 

◇申込時に持参するもの 

①登録試験申請書（教育課窓口にあります） 

②受験手数料（用紙代等を含む） 

 学 科 試 験 実 技 試 験

一級受験者 ６，４００円 １２，２００円 

一級以外の受験者 ４，４００円  

※一級小型自動車受験者の方へ※ 

実技試験を続けて受験される場合は、 

学科試験合格後実技試験受験手数料を納付して頂きます。 

 

 

平成２３年度第２回自動車整備技能登録試験の実施ついて 
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③受験資格を証明する証書・証明書 

・一級受験者は二級整備士の合格証書 

・二級受験者は三級整備士の合格証書 

・実務経験の短縮を受ける方は、卒業証書又は証明書等 

④写真 １枚（縦６cm×４．５cm） 

⑤印鑑 

⑥はがき（受験者の住所、氏名を記入して下さい）  

 ・一級受験者・・・４枚       

・一級以外の受験者・・・２枚 

※一級小型自動車受験者の方へ※ 

・実技試験を続けて受験する場合は、学科試験合格後に実技試験用案内はがき２枚別途提出し

て頂きます。 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度第２回自動車整備技能登録試験（平成２４年３月２５日（日）実施）を受験する者

を対象とした標記講座を下記の日程等により行います。受講希望の方は、受付期間中にお申し込み下

さい。 

 

◇ 種  目  ２級ガソリン自動車  ３級自動車ガソリン・エンジン ２級シャシ 

 

◇ 研 修 日  ２級ガソリン自動車 ３級自動車ガソリン・エンジン ２級シャシ日程表 

 

 

 

 

※受講希望人数が１０人以下の時は開講しない場合もあります。 

 

◇ 講習内容  過去に実施された検定・登録試験の問題をもとに、出題の傾向と対策を研究学習 

◇ 使用教材  当振興会で作成した問題及び過去に実施した検定・登録試験問題等 

              ※下記のテキストは、必ず各自で持参して下さい。 

◆２級ガソリン自動車 

✎２級ガソリンエンジン篇 ２級シャシ編 法令教材 

◆３級自動車ガソリン・エンジン 

✎３級ガソリンエンジン編 基礎自動車工学 法令教材 

◆２級シャシ 

✎２級シャシ編 基礎自動車工学 法令教材 

 

◇ 受 講 料  １５,０００円（資料代含む） 

 

第１日 ２月２３日（木） ９:１０～１５:５０ 

第２日 ３月 １日（木） ９:１０～１５:５０ 

第３日 ３月 ８日（木） １０:００～１５:５０ 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 
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◇ 受付期間   １月２３月（月）～２月１０日（金） 

◇ 申込方法  申込書は、振興会ホームページの会員ページ（振興会からのお知らせ）から 

ダウンロードするか、教育課窓口に置いてあります。 

必要事項を記入の上、受講料を添えて教育課まで受付期間中にお申込み下さい。 

 

 
 

 

 

 

 

 

自動車整備、故障探求を行うにあたり、電気を切り離して考えることが出来ません。 

「知っていたはず・・・」が、忘れかけている事ありませんか？ 

この機会にもう一度復習のつもりで参加して頂けますようお待ちしています。 

 

◇ 講 習 日  平成２４年１月２３日（月）９：００～１６：００ 

◇ 講習場所  （社）山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

◇ 担当講師  振興会 

◇ 講習内容   電圧・電流・抵抗・電気回路の読み方など、電気パネルを使用した講習です。 

◇ 持 ち 物  サーキットテスタ（デジタル）、筆記用具 

◇ 受 講 料  １,５００円（資料代含む） 

     （申込後の未受講において、受講料の返金は出来ませんのでご了承下さい。） 

◇ 定    員  先着１０名（定員になり次第締切とさせて頂きます） 

◇ 受付期間   平成２４年１月１８月（水）まで 

◇ 申込方法   申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ（http://www.ams. 

or.jp）の「会員ページ」からもダウンロードできます。必要事項を記入の上、受 

講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車電気基礎  （STEP UP １） 講習会のお知らせ 
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 自動車のボディー関係の電気回路についての講習会です。 

  システム回路図などを読みながら、作動確認及び故障探求をしてみましょう。 

 

◇ 講 習 日  平成２４年２月２１日（火）９：００～１６：００ 

◇ 講習場所  （社）山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

◇ 担当講師  ディーラー トレーナー 

◇ 講習内容   ボディー電装関係の電気回路を理解し、電気パネルや実車を使用した作動確認、

故障診断等の講習です。 

  【注意 回路図を使って行いますが、回路図の読み方の講習は行いませんので、自動

車電気基礎入門を受講済みの方、又は回路図が読める方を対象とします】 

◇ 持 ち 物  サーキットテスタ（デジタル）、筆記用具 

◇ 受 講 料  ２,０００円（資料代含む） 

     （申込後の未受講において、受講料の返金は出来ませんのでご了承下さい。） 

◇ 定    員  先着１０名（定員になり次第締切とさせて頂きます） 

◇ 受付期間   平成２４年２月１０日（金）まで 

◇ 申込方法   申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ

（http://www.ams.or.jp）の「会員ページ」からもダウンロードできます。必要事項を記入の上、

受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車のエンジン故障は、日々複雑になっています。 

  また、専用機器を使用しないと故障系統すら分からない状態です。 

  振興会所有の外部診断機を使って、エンジン電装理論、故障診断をしてみましょう。 

  「外部診断機等取扱講習」の応用講習です。 

◇ 講 習 日  平成２４年３月１３日（火）９：００～１６：００ 

◇ 講習場所  （社）山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

◇ 担当講師  ディーラー トレーナー 

◇ 講習内容   自動車エンジン電装の理論と、ベンチエンジンや実車を使用した故障診断等の講

習です。 

  【注意 回路図を使って行いますが、回路図の読み方の講習は行いませんので、自動

車電気基礎入門を受講済みの方、又は回路図が読める方を対象とします】 

◇ 持 ち 物  サーキットテスタ（デジタル）、筆記用具 

◇ 受 講 料  ４,０００円（資料代含む） 

     （申込後の未受講において、受講料の返金は出来ませんのでご了承下さい。） 

◇ 定    員  先着１０名（定員になり次第締切とさせて頂きます） 

◇ 受付期間   平成２４年３月２月（金）まで 

◇ 申込方法   申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ

（http://www.ams.or.jp）の「会員ページ」からもダウンロードできます。必要事項を記入の上、

受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

自動車ボディー電装  （STEP UP ２） 講習会のお知らせ 

自動車エンジン電装  （STEP UP ３） 講習会のお知らせ 
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平成２３年度の標記研修を次により開催致しています。 

なお、各事業場には事前に通知しますので、必ず受講されますようお願い致します。 

 

◇ 研 修対象者  各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 

 

◇ 研 修 場 所  (社)山梨県自動車整備振興会 研修センター及び実習場 

 

◇ 研修担当講師  各ディ－ラ－技術担当者 

 

◇ 研 修 内 容  （学科）新機構・新装置について 

               （実習）エンジンの構造・機能及び故障診断 

 

◇ 受 講 料   ６,５００円（学科編、実習編テキスト代を含む） 

                  【使用テキスト】 

          ・平成 23 年度版 自動車整備新技術(学科研修用)   ９４５円 

          ・平成 23 年度版 自動車整備新技術(実習研修用) １，１５５円 

 

◇ 研 修 時 間   受付 ９：００～ ９：３０ 

             研修 ９：３０～１７：００ 

 

◇ 研 修 日 程    下表を参照して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

平成２３年度整備主任者（技術）研修の開催について 

学科(小型) 実習 学科(大型）

甲府東

甲府北

甲府南 ②

南アルプス南

韮　崎

市　川

東八 ②

日下部

回数 月日 曜日 該当支部
受講予
定者数

担　　　当

木 45 トヨタ トヨタ いすゞ

10 1月19日 木 50 ダイハツ ダイハツ ＵＤトラックス

9 1月12日

12 2月2日 木 40 三　菱 三　菱 日　野

11 1月26日

2月9日 木 45 トヨタ トヨタ

二　輪木 二　　輪 二　輪

三菱ふそう

14 2月16日 木 その他 20 ホンダ ホンダ いすゞ

13



 12

 
 

 

 

 

ＦＡＩＮＥＳ「整備マニュアル」検索について 

ＦＡＩＮＥＳを導入している県内整備事業場は２８０工場、既に３１％を超えております。 

ログインの回数も１会員当たり月８回以上となっています。 

会員様よりＦＡＩＮＥＳの「整備マニュアル」を開いたが、対象とする車両が掲載されていな

い等のご連絡が時折聞かれ、検索してみると未掲載との結果でした。 

有料の整備マニュアルを開く前に、ＦＡＩＮＥＳに掲載されているか確認しましょう。 

 

＊確認の方法 

（１）ＦＡＩＮＥＳにログインします 

（２）「登録情報内容一覧」をクリックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備インフォメーション 
Vol.９ 
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（３）一覧に移動したら、次に「整備マニュアル情報」をクリックします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）すると各メーカーが表示されますので、検索するメーカーをクリックします。 
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（５）各メーカーの掲載されている車種名、登録内容（型式等）から対象となる車両があるか

確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   有料の「整備マニュアル」ですので、上記のように一度確認してから開いて下さい。 

 

   （注）日産の低年式車の配線図集は、大型のためＰＤＦ化出来ないので掲載されておりま 

せん。 

      システム図、回路図は、整備マニュアルの中に掲載されている場合があります。 

      電子データーになってからは全て掲載されています。 

 

 

 

 

 

スクロール

させて検索

してくださ

い 


